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正
副
委
員
長
の
互
選
と
平
成
十
三
年

度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ

い
て
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
今
会
期
内

に
お
い
て
結
論
を
見
る
に
至
ら
ず
、
全

員
が
継
続
審
査
に
賛
成
し
ま
し
た
。

委
員
会
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
す
。

《
委
員
長
》
佐
藤
　
克
司

《
副
委
員
長
》
岩
切
　
幹
嘉

《
委
　
　
員
》
北
田
　
　
織

《
委
　
　
員
》
藤
井
　
俊
雄

《
委
　
　
員
》
武
末
　
哲
治

《
委
　
　
員
》
友
廣

英
司

《
委
　
　
員
》
金
堂
　
清
之

《
委
　
　
員
》
古
賀
　
恭
子

《
委
　
　
員
》
古
川
　
詳
翁

《
委
　
　
員
》
長
能
　
文
代

総
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
は

補
正
予
算
案
件
一
件
、報
告
案
件
一
件
、

請
願
一
件
で
し
た
。

専
決
処
分
「
平
成
十
四
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て
」

は
下
水
道
事
業
会
計
に
お
い
て
公
営
企

業
借
換
え
債
が
許
可
に
な
り
、
こ
の
た

め
企
業
債
利
息
が
減
と
な
り
、
補
正
を

行
う
も
の
で
、全
員
が
承
認
し
ま
し
た
。

「
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に

つ
い
て
」
議
論
に
な
っ
た
の
は
中
学
校

給
食
実
施
に
関
す
る
予
算
一
億
五
千
五

百
万
円
と
バ
ス
セ
ン
タ
ー
整
備
予
算
八

千
三
百
三
十
万
円
で
し
た
。
特
に
待
合

室
の
建
築
費
が
坪
百
十
六
万
円
と
な
る

こ
と
に
議
論
が
集
中
し
、
執
行
部
か
ら

「
華
美
に
な
ら
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
」

と
の
答
弁
を
も
ら
い
、
バ
ス
五
台
が
停

車
で
き
る
発
着
所
と
車
い
す
の
通
路
な

ど
の
整
備
、
市
内
の
停
留
所
設
置
費
用

な
ど
を
含
め
て
、
補
正
の
内
容
を
慎
重

に
審
査
し
全
員
が
賛
成
し
ま
し
た
。
請

願
は
金
融
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
法
制
化
で

全
員
が
意
見
書
を
出
す
こ
と
に
賛
成
し

ま
し
た
。

付
託
さ
れ
た
議
案
は
「
人
権
擁
護
委

員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
」
の
二

件
で
し
た
。
松
川
瑞
惠
氏
と
齊
野
知
恵

子
氏
を
委
員
に
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
同
意
が
求
め
ら
れ
た
議
案
で

す
。
委
員
会
で
は
、
両
氏
が
適
任
者
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
女

性
の
登
用
が
積
極
的
に
果
た
さ
れ
て
お

り
、
委
員
の
四
十
二
％
、
七
人
中
三
人

が
女
性
委
員
で
あ
る
こ
と
も
評
価
で
き

る
と
し
て
、
全
員
が
両
議
案
に
同
意
し

ま
し
た
。

付
託
案
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
中

学
校
給
食
（
弁
当
給
食
）
実
施
に
つ
い

て
、「
温
蔵
庫
や
冷
蔵
庫
も
備
え
、
温

か
い
食
品
は
温
か
い
ま
ま
で
、
冷
た
い

食
品
は
冷
た
い
ま
ま
で
提
供
す
る
な
ど

全
国
一
の
中
学
校
給
食
の
実
施
を
め
ざ

し
て
い
る
」
と
い
う
執
行
部
の
説
明
を

受
け
、
安
全
な
食
材
の
提
供
や
、
教
育

委
員
会
の
管
理
責
任
を
明
確
に
す
る
こ

と
な
ど
を
要
望
い
た
し
ま
し
た
。

議
案
八
件
・
報
告
一
件
及
び
請
願
一

件
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
第

五
十
九
号
議
案
「
春
日
市
高
齢
者
医
療

費
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
」
は
、
老
人
保
健
法

の
一
部
改
正
に
伴
う
市
条
例
の
改
正
で

す
。
老
人
保
健
法
で
は
、
老
人
医
療
の

対
象
年
齢
が
七
十
歳
か
ら
七
十
五
歳
に

引
き
上
げ
ら
れ
、
七
十
一
歳
か
ら
七
十

四
歳
ま
で
は
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
に
な
る
と
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
よ
っ

て
「
六
十
八
歳
以
上
の
者
」
を
「
六
十

八
歳
か
ら
七
十
歳
到
達
月
ま
で
に
あ
る

者
」
と
改
正
す
る
こ
と
で
、
六
十
八
歳

と
六
十
九
歳
を
対
象
と
す
る
当
市
の
高

齢
者
医
療
助
成
事
業
の
対
象
年
齢
を
明

文
化
し
た
も
の
で
す
。

委
員
会
で
は
全
員
が
原
案
に
賛
成
し

ま
し
た
が
、
高
齢
者
の
年
齢
区
分
や
財

政
面
を
考
慮
し
て
今
後
、
本
事
業
の
継

続
等
に
つ
い
て
、
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。平

成
十
三
年
度
の
決
算
認
定
三
議
案

（
国
民
健
康
保
険
事
業
・
老
人
保
健
医

療
事
業
・
介
護
保
険
事
業
）
に
つ
い
て

は
全
員
が
継
続
審
査
に
賛
成
し
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
建
設
委
員
会
に
付
託
さ

れ
た
案
件
は
、
予
算
案
件
四
件
、
決
算

認
定
四
件
、
条
例
改
正
三
件
、
そ
の
他

の
議
案
三
件
、
報
告
案
件
一
件
の
計
十

五
議
案
で
し
た
。

報
告
案
件
の
下
水
道
事
業
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）
は
約
四
億
円
の
企
業

債
の
低
利
率
へ
の
借
り
換
え
を
行
っ
た

も
の
で
す
。

予
算
案
件
の
四
議
案
は
、
平
成
十
三

年
度
の
決
算
確
定
に
よ
る
繰
越
金
の
増

額
な
ど
の
補
正
が
主
た
る
内
容
で
す
。

条
例
改
正
は
公
園
の
管
理
と
自
動
車

駐
車
場
の
利
用
料
金
の
引
き
下
げ
で
、

消
費
税
を
内
税
と
し
、
初
利
用
料
金
を

一
時
間
二
百
円
か
ら
三
十
分
百
円
に
す

る
も
の
で
す
。

字
の
区
域
及
び
名
称
の
変
更
と
市
道

路
線
の
認
定
は
現
地
調
査
も
行
い
ま
し

た
。
決
算
認
定
の
四
議
案
は
、
す
べ
て

継
続
審
査
と
し
、
他
の
議
案
は
す
べ
て

全
員
賛
成
と
な
り
ま
し
た
。
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特
別
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会

9月定例会視点・論点
9月定例会において、各常任委員会及び特別委員会で議論となったものを各委員長がまとめたものです。

中学校給食の配膳室建設予定地を
視察する文教委員会




